
 

第２章 情報化の現状  

１ 国の動き 

１ 国のＩＴ戦略 

 政府は、平成１２年７月に「情報通信技術（ＩＴ）戦略本部」を設置、同年１１月には

高度情報通信ネットワーク社会の重点的かつ迅速な形成の推進を目的とする「ＩＴ基本

法」を制定、そして平成１３年１月には「５年以内に世界最先端のＩＴ国家となることを

目指す。」とした「e-Japan 戦略」を策定しました。 

 このように国家的な取り組みとしてＩＴ化を戦略的に推進することで、我が国における

ブロードバンドを中心としたネットワーク環境の基盤整備が急速に進展し、社会・生活の

中でのコンピュータ利用・インターネット利用が一般化され、国家のＩＴ戦略の重心はイ

ンフラ整備から情報の利活用に移行するようになりました。 

 平成１５年７月に策定された「e-Japan 戦略Ⅱ」では、「元気・安心・感動・便利」社

会を実現するため、国民にとって身近で重要な７つの分野（「医療」「食」「生活」「中

小企業金融」「知」「就労・労働」「行政サービス」）における先導的取り組みを推進す

ることとしました。 

 また、「e-Japan 戦略」及び「e-Japan 戦略Ⅱ」を確実に遂行するため、ＩＴ戦略本部

では具体的な施策とその担当府省及び実施年限を明記した「e-Japan 重点計画」を策定し、

平成１７年２月には、行政サービス、医療、教育など国民に身近な分野の取り組みを中心

とした「ＩＴ政策パッケージ２００５」を策定しました。 

さらに、平成１８年１月に「e-Japan 戦略Ⅱ」に続くものとして、今後５年間の国が取

り組むＩＴ政策の方針である「ＩＴ新改革戦略」をまとめ、ＩＴの力を最大限に利用して

日本経済社会の改革を推進していくことを念頭に置き、２０１０年度にはＩＴ改革を完成

し、自律的なＩＴ社会の実現することを目標としています。このＩＴ新改革戦略では「い

つでも、どこでも、誰でも」使えるユビキタスなネットワーク社会をセキュリティ確保や

プライバシー保護等に十分留意しつつ実現することであるとし、それによって世界最高の

インフラ・潜在的な活用能力・技術環境を有する最先端ＩＴ国家であり続けるとしていま

す。 
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出典：ＩＴ戦略本部「ＩＴ新改革戦略概要」 

出典：ＩＴ戦略本部「ＩＴ新改革戦



 

 

 

２ 電子自治体の進捗状況 

 

 総務省では、「e-Japan 重点計画」に基づき推進する電子政府・電子自治体の取り組み

について、平成１３年１０月に「電子政府・電子自治体推進プログラム」を策定し、政府

の電子化と一体となった地方公共団体の電子化スケジュールを公表しました。この中で、

１人１台パソコンの整備をはじめ、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の整備、住民基

本台帳ネットワークの整備、公的個人認証サービスの運用開始など電子自治体構築に欠か

せない基盤整備に関するスケジュールを具体的に示し、これらはほぼ計画通りに達成され

ています。平成１５年２月には「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律」（いわゆる「行政手続オンライン化法」）を公布し、電子情報を紙情報と同等に扱う

行政の実現に向けた第一歩を踏み出しました。 

 平成１５年８月には「電子政府・電子自治体推進プログラム」の改訂版にあたる「電子

自治体推進指針」が策定され、「電子自治体の基盤整備と行政手続オンライン化等の推

進」、「共同アウトソーシング（外部委託）の推進」、「情報セキュリティ対策と個人情

報保護の徹底」、「情報リテラシー向上とデジタル・ディバイド対策」など、地方公共団

体における重要課題と取り組みの方向性が示されました。 

 平成１７年２月には「ＩＴ政策パッケージ２００５」が決定され、行政サービスにおい

ては、共同アウトソーシング・標準化の推進により低廉で高水準の業務システムの運用実

現や、電子会議のモデルシステム開発による住民参画の促進など電子自治体に関して積極

的な推進を図るとしています。 

 さらに、平成１８年１月に公表された「ＩＴ新改革戦略」においては、オンライン申

請・届出の利用促進や、効率的な情報システムの調達などを目指しています。オンライン

申請・届出については利用率５０％という目標が掲げられ、利用促進策として添付書類の

削減、手続きの見直しやインセンティブの付与などを検討するとしています。情報システ

ムの調達方式の改革については、外部専門家などからなる評価体制の整備などの方策が示

されています。 
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出典：総務省ホームページ 

 



 

 

 

３ 情報通信の利用動向 

 

 インターネット利用人口は、平成１７年（２００５年）末で８,５２９万人と推計され、

人口普及率は、６６.８％となっています。e-Japan 戦略の始まった前年である平成１２

年（２０００年）末と比べると利用人口は約３,８００万人増、人口普及率は２９.７％増

と大幅な増加を示しており、この５年間で国民のインターネット利用が着実に進んだこと

がうかがえます。 

 

図表 インターネット利用人口及び人口普及率 

 

出典：平成１８年度版 情報通信白書 
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２ 和歌山県の動向 

 和歌山県では、平成１０年１２月に「和歌山県地域情報化推進計画」を策定し、平成１

４年度を目標年次として各種施策を実施してきました。平成１３年４月には、国において

示された「政府ＩＴ戦略（平成１２年１１月）」「高度情報通信ネットワーク社会形成基

本法（平成１３年１月）」「e-Japan 戦略（平成１３年１月）」等の高度情報社会実現に

向けた方向性に迅速に対応し、県内の各分野においてＩＴのメリットを活かすことで、県

民がより豊かな生活を享受できる「ＩＴ先進県」の実現を図るため、知事を本部長とする

「和歌山県ＩＴ戦略本部」を設置しました。また、平成１４年３月に「和歌山県ＩＴ戦

略」を策定し、平成１７年度を目標年次として、行政事務のみならず、県民生活や各産業

分野の情報化に取り組んできました。 

このような状況の中で、ブロードバンドサービスの急速な普及やユビキタスネットワ

ークの進展等情報通信分野における環境変化や低迷する経済情勢、県民の社会参加に対す

る期待の高まり等の社会状況を背景として、ブロードバンド加入率の向上や残存するデジ

タルディバイドの解消、ＩＴによる産業の活性化や県民の主体的なＩＴ利活用能力の向上

等、新たな課題やニーズが生じてきました。 

 このため、国により策定された「e-Japan 戦略Ⅱ」（平成１５年７月）や、現戦略に基

づく取り組みと新たな課題やニーズを踏まえ、今後、県が取り組む情報化推進の基本方針

と行動計画を示すべく、平成１６年１１月に「和歌山県ＩＴ戦略Ⅱ」が策定されています。

また、同年同月に「開かれた行政による県民満足度の向上」、「行政運営の簡素化・効率

化」を目的として「和歌山県電子県庁推進計画」を策定されています。 
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出典：和歌山県電子県庁推進計画
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３ 岩出市における情報化の現状と課題 
 
 １ 行政情報化の取り組み状況 
 本市におけるコンピュータとの関係は、昭和５１年の税務事務の課税計算処理に始まり、

昭和５３年の職員給与計算、昭和５４年には国民健康保険税事務、昭和５５年には国民年

金保険料計算、水道料金計算及び起債管理事務処理を委託業者に依頼し、すべて委託によ

るバッチ処理から始まりました。 
 昭和５０年代後半には、地方の行政改革の推進が求められ、また年々、行政事務の事務

量の増加が見られることから、事務改善の一つとして業務の簡素化、効率化を図るべくＯ

Ａ機器の導入が大きくクローズアップされるようになりました。そのため、昭和５９年９

月にコンピュータの導入等について検討に入り、昭和６０年５月庁内に電算検討委員会を

発足させ、昭和６１年度にコンピュータを導入し、住民情報から財務会計までの総合的な

電算化に向けて発進しました。本市の本格的なコンピュータの利用はこの時期から開始さ

れたといえます。 

 電算化にあたっては、住民サービスに支障をきたすことのないよう、三段階に分けてシ

ステムを稼動させました。まず、行政事務の中でも基本になる住民基本台帳の整備を念頭

に置き、第一段階としては、住民票の発行、住民の異動処理等を含めた住民基本台帳の電

算化（昭和６１年８月稼働）、第二段階として、昭和６２年度に委託バッチ処理をしてい

る業務を自己処理に切り替え稼働させました。第三段階として、昭和６３年度に内部情報

である財務会計システムを稼働しました。 

 また、平成１１年には介護保険システム、収納支援システムを導入し、平成１４年度に

は、身体障害者支援費システム及び医療支援システム（老人保健・老人医療・乳幼児医

療・ひとり親家庭医療・重度心身障害児者医療）が稼動しています。 

平成１４年８月には、国・県・市町村を結ぶ住民基本台帳ネットワークシステムが稼

動され、平成１５年８月に本稼動しました。 

平成１５年１０月には、総合行政ネットワークシステム（ＬＧＷＡＮ）に接続いたし

ました。このシステムは、地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークシステ

ムで、地方公共団体相互のコミュニケーションの円滑化、情報の共有による高度利用を図

ることを目的としております。 

平成１６年度には、職員一人一台パソコン配備体制となり、インターネットに接続さ

れた行政事務用パソコンのリモート操作や、セキュリティパッチの更新も資産管理システ

ムの導入により、一元管理が可能になりました。またＷＥＢサイトの閲覧監視やアプリケ

ーションの使用制限等も可能になり、情報セキュリティの強化を図ってきました。 
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２ 地域情報化の取り組み状況 

 

 地域情報化としては、平成１１年度にホームページを開設し、観光情報や各種行政情報

等の情報発信を行ってきました。平成１３年度には地域インターネット導入促進事業を実

施し、庁舎と公民館などの主要公共施設１１ヶ所をＩＳＤＮで接続し、ネットワーク基盤

を構築しました。またインターネットを利用して、休日に住民票や印鑑証明書発行予約が

できるシステムや駅前ライブラリーの蔵書検索が行なえるシステムを導入するなど行政情

報提供サービスの拡充を図りました。 

 さらに同年、国の補助を受け、「ＩＴ講習会」を総合保健福祉センターと紀泉台地区公

民館において実施し、住民の情報リテラシーの向上を図ることを目的として、受講者１,

７１０名に対して学んでいただく機会を設けました。 

 翌年度からは、紀泉台地区公民館において、「ＩＴ講習会」で整備した機器を活用し、

ワードやエクセルの教室などを毎年実施し、平成１８年１２月までに合計１,２９６名が

受講されました。 

平成１４年度には、ブロードバンド時代における電子自治体の実現に向けて庁舎を拠

点とし、各公共施設や市内の全小中学校（当時合計２４施設）を光ファイバーで接続する

ことにより高速情報通信ネットワークを構築し、住民と行政が一体となったまちづくりを

実現するため、「地域イントラネット基盤施設整備事業」を実施しました。これにより、

防災情報提供システムや根来寺の景観をライブで映像配信できるシステムなどを構築し、

ホームページからの提供を開始しています。 

また、自宅にパソコン等がない方でも、利用できる機会を得ることができるように住

民の方がインターネットを利用できる端末を主要な公共施設に設置しました。 

さらに平成１８年４月には、この事業で構築したネットワークを利用し、地域の方々

に対して予約図書を指定された施設（岩出図書館や分館・分室の５施設）へ搬送し貸出し

できる図書館ネットワークシステム（配本サービス）を構築しました。同年１１月からは、

蔵書検索だけでなく、インターネット予約等のＷＥＢサービスも始めています。また、市

内の各小・中学校の蔵書もデータベース化し、学校間で相互に連携がとれるように努めま

す。 
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３ 岩出市における情報化の現状と住民ニーズ 

 

 住民のＩＴの利用状況や情報化における住民ニーズを把握するために、平成１７年１０

月に２０歳以上の住民１,２００人を対象にアンケート調査を実施しました。（回収件数

５４８件 回収率４５.６％） 

 

（１） インターネットの利用状況 
インターネットの利用状況

ある

 48.4%

ない

 49.1%

無回答

2.5%

 岩出市民のインターネットの利用率は、回 

答者のほぼ半数の４８.４％となっています。 

 また、インターネットを利用する際に使用 

する機器については、パソコンが９２．８％ 

となり最も多く、次に携帯電話が４５．７％ 

となっております。 

 また、平成１４年度に地域イントラネット 

基盤施設整備事業で設置した公共端末（キオ 

スク端末）を利用している方は、全体からみ 

ると少数ですが、これは、住民の方が公共端 

末を知らなかったことが要因の１つであると思われます。 

平成１８年４月開館の岩出図書館に設置している３台の公共端末の４月から１２月ま

での利用申し込みは、２,６０７件となっており、図書館の利用と比例して今後、恒常的

な利用が見込まれます。 

 

0.0%

4.2%

0.4%

45.7%

92.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パソコン

携帯電話

テレビ

公共端末

その他

インターネットはどのような機器で利用していますか。
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（２）ホームページの閲覧状況と充実してほしい情報 

 

１．ホームページの閲覧状況 

 岩出市ホームページの閲覧状況については、「町のホームページを見たことがあります

か」という質問に対して、「ない」が７６.３％と７割を超えていています。 

 また、見たことが「ある」人についても、その他の回答が４３.６％と最も多く、その

内容は「年１～３回」や「必要に応じて」などの回答がほとんどで、続いて「月１回」が

３４.８％となっており、まだまだ利用は少ない状況にあります。 

 市ホームページ自体を見たことがない方がたいへん多いことから、もっと市ホームペー

ジを住民の方に周知していく必要があります。 

 また、見たことがある方の利用頻度の向上を図るため、住民のニーズにあった内容の充

実を図っていかなければなりません。 

 平成１７年度の市ホームページへのアクセス件数は約９万件でしたが、平成１８年４月

に市制施行に伴い、ホームページをリニューアルした結果、４月から１２月までのアクセ

ス件数は、約１７万件となっており約２倍近く増加しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページの利用状況

無回答
3.3%

ない
76.3%

月に２～３回
2.6%

ある
20.4% 月１回

34.8%

その他
43.8%

無回答
0.9%

週２～３回
0.9%

週１回
7.1%

ほぼ毎日
0.0%
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２．充実してほしい情報 

 ホームページにどのような情報提供の充実を図ってほしいかという質問に対しては、保

健・医療情報が３２．７％と最も多くなっております。次にイベントの情報が２９％とな

り、気象・防災情報が２０．６％と続いています。利用したい地域情報化サービスについ

てのアンケート結果についても保健・医療関係と防災関係のサービスへの要望が非常に多

く見受けられました。 

今後も住民ニーズの高い情報提供の充実を図っていくとともに、もっとアクセシビリテ

ィに配慮した誰もが利用しやすいわかりやすいホームページづくりを推進していく必要が

あります。

ホームページにどのような情報を載せてほしいですか、またどのような情報が
あればみたいと思いますか。（２つ選択）

32.7%

29.0%

20.6%

19.9%

18.1%

13.3%

11.3%

8.4%

8.0%

5.3%

4.4%

2.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

その他

議会

道路・交通

教育・文化

地域・コミュニティ

施策・財政状況

観光情報

公共施設の案内

福祉

気象・防災

イベント

保健・医療
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どのような地域情報化サービスを利用したいですか。
特に必要と思われるものをすべて選んでください。

40.5%

62.6%

29.7%

53.8%

12.8%

28.6%

19.0%

14.4%

45.4%

26.8%

35.6%

29.6%

39.2%

31.8%

31.4%

63.0%

43.1%

19.5%

18.8%

12.8%

58.0%

19.3%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

（保健・医療・福祉関係）

自宅と介護支援センターや訪問看護ステーション等との間で遠

隔介護サービスを受けることができる

病院の診療体制や医師照会などの情報が入手できる

予防接種や各種健康診断に関する情報が入手できる

保健・医療・福祉の各種情報を家庭で入手できる

託児サービスの情報を入手し、利用申し込みができる

（教育関係）

学校教育や生涯学習等の授業・講座を自宅で受けることができ

る
育児や教育の問題などについて、保護者と学校などの間で意見

交換等ができる

子育て支援教室や育児サークルについての情報が入手できる

各種の講習・研修会の情報が入手でき、参加申込ができる

地域のスポーツや文化などの情報がインターネットで入手できる

（産業・観光関係）

地元商店街の、買物情報・イベント情報を入手できる

特産物・観光案内情報及び観光施設情報を入手できる

町内のレジャー・イベントに関する情報を入手できる

（住民生活・コミュニティ・防災関係）

行政からのお知らせや自治会内の会合などの情報を入手できる

ごみの分別収集、下水道の整備計画などの情報を入手できる

緊急時に、町や消防署から、災害状況・避難誘導・避難場所等の

緊急災害情報を受けることができる

災害時、国・県道や町道などの道路情報が入手できる

スポーツ施設等や会議施設など、公共施設の空き状況確認や予

約ができる

（行政・広報関係）

広報紙の過去の記事や最新の行政情報をインターネットで入手

できる

議会の会期日程や議案、質疑などの情報を入手できる

自宅や各種公共施設、郵便局など身近な施設で、住民票や各種

証明書などの申請・届出等の手続きができる（住民票等の自動

税金や保険料等の公共料金の支払いがインターネットでできる

その他
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４ 今後の課題 

 

（１）情報通信環境の整備 

 これまで、地域インターネット導入促進事業、ＩＴ講習会、地域イントラネット基盤施

設整備事業などに取り組んできましたが、今後、より一層市民生活や企業活動に情報化が

浸透するためには、ＩＣＴの活用や情報格差を解消し、世代を超えて高度情報化に対応で

きるよう、学校教育や生涯学習などの場に情報教育を取り入れ、多くの住民が情報リテラ

シーの向上を図れるように推進していく必要があり、総合的な情報通信環境整備への取り

組みが必要となってきます。 

 

（２）情報サービスの充実 

 これまでは、行政分野でのインターネットの活用については、ホームページを中心に行

政情報の提供を行ってきましたが、今後は、アンケートの結果、住民ニーズの高かった保

健・医療・福祉の分野をはじめ、イベント情報や消防・防災などの提供情報内容の充実と

ともに、双方向性を活かすなどＩＣＴの機能をフルに活用した総合的な行政サービスの充

実を図っていく必要があります。 

 

（３）電子自治体の推進 

 インターネットを通じて、２４時間、３６５日、いつでもどこからでも誰もが簡単かつ

安全に行政サービスを享受することができる仕組みを構築する必要があります。 

平成１５年度に導入した総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を活用することにより、

新たな住民サービスの展開や、ＬＧＷＡＮ電子文書交換システムの利用開始をすることに

より、行政事務の効率化・迅速化を図り行政サービスの向上に努めます。 
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